
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（国土交通省） 

制 度 名 
良好な居住環境の確保及び居住の安定の確保のための相続税の軽減
（検討事項） 

税 目 相続税 

要

望

の

内

容

平成 23 年度税制改正において、相続税の基礎控除額の引き下げ等による課税ベ
ースの拡大等が行われる場合にあっても、良好な居住環境及び居住の安定の確
保のため、土地に係る相続税の軽減について検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平年度の減収見込額 

（制度自体の減収額） 
 －  百万円 
（ －  百万円）

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

良好な居住環境及び居住の安定の確保 

 

 

 

 

 

⑵ 施策の必要性 

平成 22 年度税制改正大綱では、相続税について「格差是正の観点から、相続
税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成 23 年度改正を目指」すことと
されている。他方、相続税の支払いのために土地の売却を余儀なくされること
となり、宅地の細分化による良好な住宅地の喪失、都市内の貴重な緑地等の喪
失、歴史的・文化的価値のある建物の喪失の一因となっているとの指摘もあ
る。同大綱においても、相続税の見直しに当たっては「我が国社会の安定や活
力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な継承等に配慮」することとさ
れている。 

よって、平成 23 年度税制改正において、基礎控除額の引き下げ等による相続
税の課税ベースの拡大等が行われることになっても、良好な居住環境及び居住
の安定を確保するため、土地に係る相続税について軽減措置を検討する必要が
ある。 

 

 

 

 

 

 

 



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

本措置の政策体系上の位置付けは、平成 23 年度における相続税
の抜本見直しの具体的内容を踏まえ、検討すべきものである。 

政 策 の 

達成目標 

－ 
 
 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

－ 
 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

－ 
 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

－ 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

－ 
 
 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

本軽減措置は、良好な居住環境を保持する目的から、これに該
当する宅地を相続する者全てを対象とした措置である。また、
本軽減措置を実施することによって、相続税支払い目的の宅地
売却から生じる狭小敷地の造成を防止する結果、低・未利用地
（緑被率の低下、狭小化による近隣地区の資産価値の低下等を
誘発する宅地等）の発生を防ぎ、良好な居住環境の維持を図る
ものであり、本特例措置は政策実現に向けて有効な手段であ
る。 

相 

当 

性 
当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

－ 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

－ 
 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

－ 
 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

本軽減措置は、居住環境を保持するための措置であり、これ
により相続税支払い目的の宅地売却から生じる狭小敷地の造成
等を防止し、良好な居住環境の維持を図るものであり、的確な
措置である。 
また、相続人にとって相続により取得した土地等に係る税負

担を軽減することは補助金等の他の政策手段と比して政策実現
の観点から効率的であり、相当である。 



こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

－ 
 
 
 
 
 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

－ 
 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

－ 
 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

－ 
 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

－ 

 


